
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 横浜市は、違反建築物等の対策を進めるため、違反をさせない風土づくりをめざし、神奈川県、警察、

供給事業者(電気・ガス・水道)、建築士事務所、建設、金融及び不動産の 13 団体（17 部門）で横浜市

違反建築物等対策連絡会（以下「連絡会」という。）を平成５年から毎年開催しています。 

 連絡会では、違反対策の状況、課題などを共有しながら、違反建築物等の未然防止や是正指導を効

果的に行うための方策等について協議し、それぞれの団体の強みを生かし、違反対策強化を確認しま

す。 

 

１ 開催日時 

令和６年 12 月４日（水） 午後２時から午後３時 30 分まで 

 

 

２ 開催場所  

会場：横浜市庁舎 18 階 みなと１・２・３会議室（横浜市中区本町６丁目 50 番地の 10） 
 

 

３ 取材 

冒頭の局長挨拶まで取材可能です。 

当日取材を希望される方は、会議前日の 17 時までに下記のお問合せ先へご連絡ください。 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

建築局違反対策課長  花房 慎二郎  Tel 045-671-3855 

令和６年 11 月 27 日 
建 築 局 違 反 対 策 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

横浜市違反建築物等対策連絡会を開催します！ 
～安全・安心なまちづくりに向けて、緊密な連携を推進します～ 



 

 
 

４ 連絡会構成団体 
 

建設業団体 供給・金融団体 建築士事務所団体 横浜市 

一般社団法人  

神奈川県建設業協会 

横浜支部 

東京ガスネットワーク 

株式会社 

神奈川需要開拓部 

 

一般社団法人 

横浜市建築士事務所協会 

 

横浜市建築局 

建築監察部 

建築指導部 

宅地審査部 

 

横浜市みどり環境局 

公園緑地部 

 

横浜市中央農業委員会 

横浜市南西部農業委員会 
一般社団法人 

横浜建設業協会 

東京電力パワーグリッド 

株式会社 神奈川総支社 

 

一般社団法人 神奈川県 

建築士事務所協会 

横浜支部 

 

公益社団法人 神奈川県 

宅地建物取引業協会 

一般社団法人 

横浜銀行協会 

一般社団法人 

神奈川県建築士会 

横浜支部 

横浜市消防局 

予防部 

 

公益社団法人 

全日本不動産協会 

神奈川県本部 

神奈川県警察本部 

 生活安全部 

 

神奈川県 県土整備局 

建築住宅部・事業管理部 

 

 

 

 

 

 

横浜市水道局 

給水サービス部 

 神奈川県  

 

不動産団体 


